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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部導電体を含む基板上に層間絶縁膜を形成するステップと、
　前記層間絶縁膜を貫通して、前記下部導電体を露出させる開口部を形成するステップと
、
　前記開口部を有する基板上に金属有機化学気相蒸着法により金属窒化膜を蒸着した後に
前記蒸着された金属窒化膜の上部をプラズマ処理し、前記金属窒化膜の上部に形成された
プラズマ処理層及び前記金属窒化膜の下部に形成されたプラズマ未処理層を含む拡散バリ
アフィルムを形成するステップと、
　少なくとも前記開口部の底面上に位置した前記拡散バリアフィルム上を除き、かつ前記
層間絶縁膜の上部面上に位置した前記拡散バリアフィルム上に物理気相成長法により導電
性成長抑制層を形成するステップと、
　前記拡散バリアフィルム上に前記開口部を満たす上部導電体を形成するステップと、
　前記プラズマ処理された金属窒化膜の上部にシリコン浸漬工程（ｓｉｌｉｃｏｎ　ｓｏ
ａｋｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ）を行うステップとを含むものの、
　前記導電性成長抑制層は、前記拡散バリアフィルムに比べて窒素濃度の高い金属窒化物
で形成され、
　前記拡散バリアフィルムは、金属有機化学気相蒸着法による窒化金属で形成された、
半導体素子の形成方法。
【請求項２】
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　前記拡散バリアフィルムは、積層された複数の副金属窒化膜を含むものの、前記副金属
窒化膜は、各々金属有機化学気相蒸着法により形成される請求項１に記載の半導体素子の
形成方法。
【請求項３】
　前記拡散バリアフィルムを形成するステップは、
　前記開口部を有する基板上に前記複数の副金属窒化膜を蒸着するステップと、
　前記複数の副金属窒化膜の中から選択された少なくとも一つの副金属窒化膜を蒸着した
直後に、前記選択された副金属窒化膜をプラズマ処理するステップと、を含むものの、
　前記複数の副金属窒化膜のうち、少なくとも一つの少なくとも下部は、前記プラズマ未
処理層に含まれる請求項１に記載の半導体素子の形成方法。
【請求項４】
　少なくとも前記選択された副金属窒化膜の前記開口部の底面上に位置した部分の全体が
プラズマ処理されるものの、前記複数の副金属窒化膜のうち、少なくとも一つは、非選択
の副金属窒化膜であり、前記非選択の副金属窒化膜のうち、少なくとも一部は、前記プラ
ズマ未処理層に含まれる請求項３に記載の半導体素子の形成方法。
【請求項５】
　前記選択された副金属窒化膜の上部が前記プラズマ処理される請求項３に記載の半導体
素子の形成方法。
【請求項６】
　前記選択された副金属窒化膜のうち、少なくとも一つの第１選択された副金属窒化膜を
蒸着した直後に、第１プラズマ処理が行われ、
　前記選択された副金属窒化膜のうち、少なくとも一つの第２選択された副金属窒化膜を
蒸着した直後に、第２プラズマ処理が行われるものの、
　前記第１選択された副金属窒化膜の上部が前記第１プラズマ処理され、
　前記第２選択された副金属窒化膜の少なくとも前記開口部の底面上に位置した部分の全
体が前記第２プラズマ処理され、
　前記第１選択された副金属窒化膜の下部は、前記第１プラズマ処理されない請求項３に
記載の半導体素子の形成方法。
【請求項７】
　前記選択された副金属窒化膜をプラズマ処理した後に、前記プラズマ処理された副金属
窒化膜にシリコン浸漬工程を行うステップをさらに含む請求項３に記載の半導体素子の形
成方法。
【請求項８】
　前記拡散バリアフィルムは、少なくとも一つの耐火金属を含む窒化物で形成された請求
項１に記載の半導体素子の形成方法。
【請求項９】
　前記プラズマ処理層は、酸素、窒素及び水素の中から選択された少なくとも一つを含む
工程ガスを使用するプラズマ処理工程により処理される請求項１に記載の半導体素子の形
成方法。
【請求項１０】
　前記下部導電体は、銅及び貴金属の中から選択された少なくとも一つを含む請求項１に
記載の半導体素子の形成方法。
【請求項１１】
　前記拡散バリアフィルムを形成する前に、
　前記開口部を有する基板上に補助拡散バリア膜を形成するステップをさらに含む請求項
１に記載の半導体素子の形成方法。
【請求項１２】
　前記補助拡散バリア膜は、チタニウム（ｔｉｔａｎｉｕｍ）、タンタル（ｔａｎｔａｌ
ｕｍ）、窒化チタニウム（ｔｉｔａｎｉｕｍ　ｎｉｔｒｉｄｅ）、窒化タンタル、チタニ
ウム－ジルコニウム（ｔｉｔａｎｉｕｍ－ｚｉｒｃｏｎｉｕｍ）及び窒化チタニウム－ジ
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ルコニウムの中から選択された少なくとも一つを含む請求項１１に記載の半導体素子の形
成方法。
【請求項１３】
　前記上部導電体は、アルミニウムを含む請求項１に記載の半導体素子の形成方法。
【請求項１４】
　前記上部導電体を形成するステップは、
　前記拡散バリアフィルム上に化学気相蒸着法により第１アルミニウム膜を形成するステ
ップと、
　前記第１アルミニウム膜上に物理気相成長法により第２アルミニウム膜を形成するステ
ップと、を含む請求項１３に記載の半導体素子の形成方法。
【請求項１５】
　前記第１アルミニウム膜を形成する前に、
　前記層間絶縁膜の上部面上に位置した前記拡散バリアフィルムに成長抑制プラズマ処理
を行うステップをさらに含むものの、
　前記成長抑制プラズマ処理は、窒素を含む工程ガスを使用し、
　前記層間絶縁膜の上部面上に位置した前記拡散バリアフィルムの窒素濃度は、前記開口
部内に位置した前記拡散バリアフィルムの窒素濃度に比べて高い請求項１４に記載の半導
体素子の形成方法。
【請求項１６】
　前記導電性成長抑制層を形成する前に、
　前記拡散バリアフィルム上に粘着金属層を形成するステップをさらに含む請求項１４に
記載の半導体素子の形成方法。
【請求項１７】
　少なくとも前記第２アルミニウム膜をリフローするステップをさらに含む請求項１４に
記載の半導体素子の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子の形成方法に関し、特に、拡散バリアフィルムを含む半導体素子
の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子の高集積化傾向につれて、半導体素子を構成する半導体パターン、特に、配
線の幅及び厚さがますます減少されつつある。これによって、配線の電気的抵抗値が増加
する傾向にある。これに対して、半導体産業が高度に発達するに伴い、半導体素子の動作
速度は、ますます速くなることが求められている。このような半導体素子の高集積化及び
高速化を全て満たすために、低い比抵抗の導電物質を使用する方案が提案されている。
【０００３】
　半導体素子を構成する配線及び／又は外部と電気的に接続されるパッド（ｐａｄｓ）は
、主にアルミニウムで形成される。しかしながら、上述したように、半導体素子の高集積
化傾向及び高速化傾向が進むにつれて、アルミニウムに比べて低い比抵抗を有する銅等で
配線及び／又はパッドを形成する方案が提案されている。
【０００４】
　しかしながら、銅で配線及び／又はパッドを形成する場合に、様々な問題が発生しうる
。例えば、銅は、容易に酸化されうる。これにより、銅でパッドを形成する場合に、パッ
ドの表面に銅酸化膜が形成されて、パッドと外部端子（例えば、ワイヤボンディング等）
間の接触不良が引き起こされうる。これにより、半導体素子には、銅パターン及びアルミ
ニウムパターンが混用されうる。例えば、下部配線は、銅パターンで形成し、半導体素子
の最終配線及びパッドは、アルミニウムパターンで形成できる。しかしながら、この場合
にも問題点が発生できる。すなわち、銅パターン内の銅原子とアルミニウムパターン内の
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アルミニウム原子とが相互に広がって、銅－アルミニウム合金が生成されうる。銅－アル
ミニウム合金は、銅及びアルミニウムに比べて極めて高い比抵抗を有する。そのため、半
導体素子の電気的特性が低下されうる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、下部導電体及び上部導
電体間の電気的特性を向上させうる拡散バリアフィルムを含む半導体素子の形成方法を提
供することにある。
【０００６】
　また、本発明の他の目的は、下部導電体及び上部導電体間の拡散現象を最小化し、下部
及び上部導電体間の電気的特性を向上させうる拡散バリアフィルムを含む半導体素子の形
成方法を提供することにある。
【０００７】
　また、本発明のさらに他の目的は、互いに異なる物質で形成された下部導電体及び上部
導電体間の拡散現象を最小化し、下部及び上部導電体間の電気的特性を向上させうる拡散
バリアフィルムを含む半導体素子の形成方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成すべく、拡散バリアフィルムを含む半導体素子の形成方法を提供する
。この方法は、下部導電体を含む基板上に層間絶縁膜を形成するステップと、前記層間絶
縁膜を貫通して、前記下部導電体を露出させる開口部を形成するステップと、前記開口部
を有する基板上にプラズマ処理層及びプラズマ未処理層を含む拡散バリアフィルムを形成
するステップと、前記拡散バリアフィルム上に前記開口部を満たす上部導電体を形成する
ステップと、を含む。前記拡散バリアフィルムは、金属有機化学気相蒸着法による窒化金
属で形成される。
【０００９】
　一実施の形態によると、前記拡散バリアフィルムを形成するステップは、金属有機化学
気相蒸着法により、前記開口部を有する基板上に金属窒化膜を蒸着するステップと、前記
蒸着された金属窒化膜の上部をプラズマ処理するステップと、を含むことができる。前記
金属窒化膜の上部は、前記プラズマ処理層に該当し、前記金属窒化膜の下部は、前記プラ
ズマ未処理層に該当する。前記方法は、前記プラズマ処理された金属窒化膜の上部にシリ
コン浸漬工程（ｓｉｌｉｃｏｎ　ｓｏａｋｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ）を行うステップをさ
らに含むことができる。
【００１０】
　一実施の形態によると、前記拡散バリアフィルムは、積層された複数の副金属窒化膜を
含むことができる。前記副金属窒化膜は、各々金属有機化学気相蒸着法により形成される
。この場合に、前記拡散バリアフィルムを形成するステップは、前記開口部を有する基板
上に前記複数の副金属窒化膜を蒸着するステップと、前記複数の副金属窒化膜の中から選
択された少なくとも一つの副金属窒化膜を蒸着した直後に、前記選択された副金属窒化膜
をプラズマ処理するステップと、を含むことができる。前記複数の副金属窒化膜のうち、
少なくとも一つの少なくとも下部は、前記プラズマ未処理層に含まれる。
【００１１】
　一実施の形態によると、少なくとも前記選択された副金属窒化膜の前記開口部の底面上
に位置した部分の全体がプラズマ処理されうる。この場合に、前記複数の副金属窒化膜の
うち、少なくとも一つは、非選択の副金属窒化膜であり、前記非選択の副金属窒化膜のう
ち、少なくとも一部は、前記プラズマ未処理層に含まれうる。
【００１２】
　一実施の形態によると、前記選択された副金属窒化膜の上部が前記プラズマ処理されう
る。
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【００１３】
　一実施の形態によると、前記選択された副金属窒化膜のうち、少なくとも一つの第１選
択された副金属窒化膜を蒸着した直後に、第１プラズマ処理を行うことができ、前記選択
された副金属窒化膜のうち、少なくとも一つの第２選択された副金属窒化膜を蒸着した直
後に、第２プラズマ処理を行うことができる。この場合に、前記第１選択された副金属窒
化膜の上部が前記第１プラズマ処理され、前記第２選択された副金属窒化膜の少なくとも
前記開口部の底面上に位置した部分の全体が前記第２プラズマ処理されうる。前記第１選
択された副金属窒化膜の下部は、前記第１プラズマ処理されない。
【００１４】
　前記方法は、前記選択された副金属窒化膜をプラズマ処理した後に、前記プラズマ処理
された副金属窒化膜にシリコン浸漬工程を行うステップをさらに含むことができる。
【００１５】
　前記拡散バリアフィルムは、少なくとも一つの耐火金属を含む窒化物で形成されること
ができる。前記プラズマ処理層は、酸素、窒素及び水素の中から選択された少なくとも一
つを含む工程ガスを使用するプラズマ処理工程により処理されることができる。前記下部
導電体は、銅及び貴金属の中から選択された少なくとも一つを含むことができる。
【００１６】
　前記方法は、前記拡散バリアフィルムを形成する前に、前記開口部を有する基板上に補
助拡散バリア膜を形成するステップをさらに含むことができる。前記補助拡散バリア膜は
、チタニウム（ｔｉｔａｎｉｕｍ）、タンタル（ｔａｎｔａｌｕｍ）、窒化チタニウム（
ｔｉｔａｎｉｕｍ　ｎｉｔｒｉｄｅ）、窒化タンタル、チタニウム－ジルコニウム（ｔｉ
ｔａｎｉｕｍ－ｚｉｒｃｏｎｉｕｍ）及び窒化チタニウム－ジルコニウムの中から選択さ
れた少なくとも一つを含むことができる。
【００１７】
　一実施の形態によると、前記上部導電体は、アルミニウムを含むことができる。この場
合に、前記上部導電体を形成するステップは、前記拡散バリアフィルム上に化学気相蒸着
法により第１アルミニウム膜を形成するステップと、前記第１アルミニウム層上に物理気
相成長法により第２アルミニウム膜を形成するステップと、を含むことができる。
【００１８】
　一実施の形態によると、前記方法は、前記第１アルミニウム層を形成する前に、前記拡
散バリアフィルム上に物理気相成長法により導電性成長抑制層を形成するステップを含む
ことができる。前記導電性成長抑制層は、前記拡散バリアフィルムに比べて窒素濃度の高
い金属窒化物で形成される。
【００１９】
　一実施の形態によると、前記方法は、前記第１アルミニウム膜を形成する前に、前記層
間絶縁膜の上部面上に位置した前記拡散バリアフィルムに成長抑制プラズマ処理を行うス
テップをさらに含むことができる。前記成長抑制プラズマ処理は、窒素を含む工程ガスを
使用し、前記層間絶縁膜の上部面上に位置した前記拡散バリアフィルムの窒素濃度は、前
記開口部内に位置した前記拡散バリアフィルムの窒素濃度に比べて高い。
【００２０】
　一実施の形態によると、前記方法は、前記第１アルミニウム膜を形成する前に、前記拡
散バリアフィルム上に粘着金属層を形成するステップをさらに含むことができる。
【００２１】
　一実施の形態によると、前記方法は、少なくとも前記第２アルミニウム膜をリフローす
るステップをさらに含むことができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によると、金属有機化学気相蒸着法による金属窒化物で形成された拡散バリアフ
ィルムは、プラズマ処理層及びプラズマ未処理層を含む。これにより、前記拡散バリアフ
ィルムは、低い比抵抗を有し、かつ優れたバリア特性を有する。その結果、前記拡散バリ
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アフィルムの下及び上にそれぞれ形成される下部導電体及び上部導電体の金属原子の拡散
を最小化し、優れた電気的特性を有する半導体素子を具現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の好ましい実施の形態を詳しく説明する。しか
し、本発明は、ここで説明される実施の形態に限定されず、他の形態に具体化されること
もできる。むしろ、ここで紹介される実施の形態は、開示された内容が徹底的、かつ完全
になるように、そして当業者に本発明の思想を十分に伝達するために提供されるものであ
る。図面において、層（又は膜）及び領域の厚さは、明確性のために誇張されて示されて
いる。また、層（又は膜）が他の層（又は膜）又は基板「上」にあると説明される場合、
それは、他の層（又は膜）又は基板上に直接的に形成されるか、又はそれらの間に第３の
層（又は膜）が介在されうる。明細書全般にわたって同じ参照番号で表示された部分は、
同じ構成要素を示す。
【００２４】
（第１の実施の形態）
　図１～図４は、本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法を説明するための断
面図である。
【００２５】
　図１に示すように、下部導電体１０２を含む基板１００を用意する。前記下部導電体１
０２は、銅及び貴金属（例えば、白金（ｐｌａｔｉｎｕｍ）、ルテニウム（ｒｕｔｈｅｎ
ｉｕｍ）、パラジウム（ｐａｌｌａｄｉｕｍ）、金、銀イリジウム（ｉｒｉｄｉｕｍ）、
オスミウム（ｏｓｍｉｕｍ）又はロジウム（ｒｈｏｄｉｕｍ）等）の中から選択された少
なくとも一つを含むことができる。前記下部導電体１０２は、絶縁膜内にダマシン法によ
り形成されうる。前記下部導電体１０２は、ライン状又はパッド状でありうる。
【００２６】
　前記基板１００全面を覆う層間絶縁膜１０４を形成する。前記層間絶縁膜１０４は、酸
化膜、窒化膜、酸化窒化膜及び酸化膜に比べて低い誘電定数を有する低誘電膜（例えば、
炭化膜又は酸化炭化膜）の中から選択された少なくとも一つを含むことができる。前記層
間絶縁膜１０４をパターニングして、前記下部導電体１０２を露出させる開口部１０６を
形成する。前記開口部１０６は、多様な形態で形成されうる。すなわち、前記開口部１０
６は、ホール状又は溝状に形成されうる。これに加えて、前記開口部１０６は、順に積層
されたホール及び溝を含むことができる。
【００２７】
　前記開口部１０６を有する基板１００上に補助拡散バリア膜１０８を形成することがで
きる。前記補助拡散バリア膜１０８は、化学気相蒸着法、物理気相成長法又は原子層積層
法により形成されうる。前記補助拡散バリア膜１０８は、チタニウム（ｔｉｔａｎｉｕｍ
）、タンタル（ｔａｎｔａｌｕｍ）、窒化チタニウム（ｔｉｔａｎｉｕｍ　ｎｉｔｒｉｄ
ｅ）、窒化タンタル（ｔａｎｔａｌｕｍ　ｎｉｔｒｉｄｅ）、チタニウム－ジルコニウム
（ｔｉｔａｎｉｕｍ－ｚｉｒｃｏｎｉｕｍ）及び窒化チタニウム－ジルコニウム（ｔｉｔ
ａｎｉｕｍ－ｚｉｒｃｏｎｉｕｍ　ｎｉｔｒｉｄｅ）の中から選択された少なくとも一つ
で形成することが好ましい。場合によって、前記補助拡散バリア膜１０８は、省略されう
る。
【００２８】
　図２に示すように、前記補助拡散バリア膜１０８上に拡散バリアフィルム１２０を形成
する。前記拡散バリアフィルム１２０は、金属有機化学気相蒸着法による金属窒化物で形
成される。特に、前記拡散バリアフィルム１２０は、耐火金属を含む金属窒化物で形成さ
れることが好ましい。例えば、前記拡散バリアフィルム１２０は、ニオビウム（ｎｉｏｂ
ｉｕｍ）、バナジウム（ｖａｎａｄｉｕｍ）、タンタル、チタニウム、ジルコニウム（ｚ
ｉｒｃｏｎｉｕｍ）、ハフニウム（ｈａｆｎｉｕｍ）、モリブデン（ｍｏｌｙｂｄｅｎｕ
ｍ）、レニウム（ｒｈｅｎｉｕｍ）、タングステン（ｔｕｎｇｓｔｅｎ）、チタニウム－
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シリコン、タンタル－シリコン及びチタニウム－ジルコニウムの中から選択された少なく
とも一つを含む窒化物で形成することが好ましい。また、前記拡散バリアフィルム１２０
は、プラズマ処理された層（以下、プラズマ処理層と略す）及びプラズマ処理されない層
（以下、プラズマ未処理層と略す）を含む。
【００２９】
　前記拡散バリアフィルム１２０を形成する一方法を図５のフローチャートと、図６Ａ及
び図６Ｂの断面図を参照して詳細に説明する。
【００３０】
　図５は、本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルム
を形成する一方法を説明するためのフローチャートであり、図６Ａ及び図６Ｂは、本発明
の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で、拡散バリアフィルムを形成する一方
法を説明するために、図２のＡ部分を拡大した断面図である。
【００３１】
　図２、図５及び図６Ａに示すように、まず、開口部１０６を有する基板１００上に金属
有機化学気相蒸着法で金属窒化膜１１３を蒸着する（Ｓ１５０）。前記金属窒化１１３膜
は、単一層で形成されうる。前記金属有機化学気相蒸着法によって前記金属窒化膜１１３
は、優れた段差塗布性を有する。したがって、前記金属窒化膜１１３は、前記開口部１０
６の底面及び側壁上に実質的にコンフォーマル（ｃｏｎｆｏｒｍａｌ）に形成されること
が可能である。前記金属窒化膜１１３は、ニオビウム、バナジウム、タンタル、チタニウ
ム、ジルコニウム、ハフニウム、モリブデン、レニウム、タングステン、チタニウム－シ
リコン、タンタル－シリコン及びチタニウム－ジルコニウムの中から選択された何れか一
つを含む窒化物で形成されうる。
【００３２】
　図２、図５及び図６Ｂに示すように、前記金属窒化膜１１３にプラズマ処理工程を行う
（Ｓ１５５）。このとき、前記金属窒化膜１１３の上部が前記プラズマ処理され、前記金
属窒化膜１１３の下部は、前記プラズマ処理されない。これによって、拡散バリアフィル
ム１２０が形成される。前記拡散バリアフィルムは、前記金属窒化膜１１３の下部である
プラズマ未処理層１１０、及び前記金属窒化膜１１３の上部であるプラズマ処理層１１１
を含む。
【００３３】
　前記プラズマ処理工程は、酸素、窒素及び水素の中から選択された少なくとも一つを含
む工程ガスを使用することが好ましい。少なくとも前記開口部１０６の底面上に位置した
前記金属窒化膜１１３の上部が前記プラズマ処理されうるように、前記プラズマパワー及
び／又は工程時間を調節する。したがって、少なくとも前記開口部１０６の底面上に前記
プラズマ未処理層１１０及びプラズマ処理層１１１が順に積層される。前記金属窒化膜１
１３は、前記開口部１０６の底面上に位置した第１部分、前記開口部１０６の側壁上に位
置した第２部分及び前記層間絶縁膜１０４上に位置した第３部分を含む。前記金属窒化膜
１１３の第１及び第３部分に形成されたプラズマ処理層１１１は、前記金属窒化膜１１３
の第２部分に形成されたプラズマ処理層１１１に比べて厚くありうる。
【００３４】
　前記金属窒化膜１１３は、前記金属有機化学気相蒸着法によって形成されるために、前
記金属窒化膜１１３は、炭素を含有している。前記プラズマ処理工程は、前記金属窒化膜
１１３内に含まれた炭素量を最小化させる。これにより、前記プラズマ処理層１１１内の
炭素量は、前記プラズマ未処理層１１０内の炭素量に比べてはるかに小さい。
【００３５】
　前記プラズマ処理工程を行った後に、前記金属窒化膜１１３にシリコン浸漬工程（ｓｉ
ｌｉｃｏｎ　ｓｏａｋｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ）を行うことができる（Ｓ１６０）。前記
シリコン浸漬工程は、シリコンを含む反応ガスを使用して前記金属窒化膜を処理する工程
である。前記シリコン浸漬工程によって、前記金属窒化膜１１３のプラズマ処理された上
部にシリコンを供給することができる。前記シリコン浸漬工程に用いられる反応ガスは、
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例えば、ＳｉＨ４ガスである。
【００３６】
　上述した図５、図６Ａ及び図６Ｂを参照して説明した方法によると、単一層の金属窒化
膜１１３を蒸着（Ｓ１５０）した後に、前記プラズマ処理ステップ（Ｓ１５５）を行って
、前記拡散バリアフィルム１２０を形成する。
【００３７】
　これとは異なり、複数の副金属窒化膜（ｓｕｂｍｅｔａｌ　ｎｉｔｒｉｄｅ　ｌａｙｅ
ｒ）を蒸着して、拡散バリアフィルムを形成することができる。これを、図７、図８Ａ、
図８Ｂ及び図８Ｃを参照して説明する。
【００３８】
　図７は、本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルム
を形成する他の方法を説明するためのフローチャートである。図８Ａは、本発明の一実施
の形態による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルムを形成する他の方法を説明
するために、図２のＡ部分を拡大した断面図であり、図８Ｂは、本発明の一実施の形態に
よる半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルムを形成する他の方法の一変形例を説
明するために、図２のＡ部分を拡大した断面図であり、図８Ｃは、本発明の一実施の形態
による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルムを形成する他の方法の他の変形例
を説明するために、図２のＡ部分を拡大した断面図である。
【００３９】
　図２、図７及び図８Ａを参照すると、複数の副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３
ｃを蒸着する（Ｓ１７０）。前記各副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃは、金属
有機化学気相蒸着法により形成される。図８Ａでは、順に積層された第１、第２及び第３
副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃを示した。これとは異なり、２層の副金属窒
化膜が蒸着されうる。また、これとは異なり、４層以上の副金属窒化膜が蒸着されうる。
前記副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃのそれぞれは、耐火金属を含む窒化物で
形成することが好ましい。例えば、前記副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃのそ
れぞれは、ニオビウム、バナジウム、タンタル、チタニウム、ジルコニウム、ハフニウム
、モリブデン、レニウム、タングステン、チタニウム－シリコン、タンタル－シリコン及
びチタニウム－ジルコニウムの中から選択された何れか一つを含む窒化物で形成されうる
。前記複数の副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃは、互いに同じ物質で形成され
うる。これとは異なり、前記複数の副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃは、互い
に異なる物質で形成されうる。
【００４０】
　前記複数の副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃの中から選択された副金属窒化
膜を蒸着した直後に、前記選択された副金属窒化膜にプラズマ処理工程を行う（Ｓ１７５
）。図８Ａでは、前記第２副金属窒化膜１１３ｂが前記選択された副金属窒化膜に該当す
る。もちろん、他の副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｃを選択することもできる。該選択さ
れた副金属窒化膜は、一つ又は複数でありうる。
【００４１】
　前記選択された副金属窒化膜が前記第２副金属窒化膜１１３ｂである場合における前記
副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃを蒸着するステップ（Ｓ１７０）及びプラズ
マ処理工程を行うステップ（Ｓ１７５）をさらに具体的に説明する。
【００４２】
　まず、開口部１０６を有する基板１００上に金属有機化学気相蒸着法により第１副金属
窒化膜１１３ａを実質的にコンフォーマルに蒸着する（Ｓ１７０）。次に、前記第１副金
属窒化膜１１３ａ上に金属有機化学気相蒸着法により第２副金属窒化膜１１３ｂを蒸着す
る（Ｓ１７０）。選択された前記第２副金属窒化膜１１３ｂを蒸着した直後に、前記選択
された第２副金属窒化膜１１３ｂにプラズマ処理工程を行う（Ｓ１７５）。前記プラズマ
処理工程は、窒素、酸素及び水素を含む工程ガスを使用することが好ましい。前記プラズ
マ処理によって、前記第２副金属窒化膜１１３ｂ内の炭素量が最小化されうる。
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【００４３】
　前記選択された第２副金属窒化膜１１３ｂは、前記開口部１０６の底面上に位置した第
１部分、前記開口部１０６の側壁上に位置した第２部分、及び前記層間絶縁膜１０４の上
部面上に位置した第３部分を含む。前記選択された第２副金属窒化膜１１３ｂの少なくと
も第１部分の全体が前記プラズマ処理されうる。この場合に、前記選択された第２副金属
窒化膜１１３ｂの第３部分の全体も前記プラズマ処理されうるが、前記選択された第２副
金属窒化膜１１３ｂの第２部分は、部分的にプラズマ処理されうる。前記選択された第２
副金属窒化膜１１３ｂのプラズマ処理された部分は、プラズマ処理層１１１に該当する。
【００４４】
　前記プラズマ処理された第２副金属窒化膜１１３ｂ上に金属有機化学気相蒸着法により
第３副金属窒化膜１１３ｃを蒸着する（Ｓ１７０）。非選択の前記第１及び第３副金属窒
化膜１１３ａ、１１３ｂを蒸着した直後には、前記プラズマ処理工程を行わない。これに
より、前記第１及び第３副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂは、プラズマ未処理層１１０を
含む。拡散バリアフィルム１２０ａは、プラズマ未処理層１１０を含む第１及び第３副金
属窒化膜１１３ａ、１１３ｃ、及びプラズマ処理層１１１を含む第２副金属窒化膜１１３
ｂを含む。
【００４５】
　上述したとおり、少なくとも前記選択された副金属窒化膜１１３ｂの第１部分の全体が
プラズマ処理される場合に、前記拡散バリアフィルム１２０ａをなす複数の副金属窒化膜
１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃのうち、少なくとも一つは、非選択の副金属窒化膜である
。前記非選択の副金属窒化膜が蒸着された直後には、前記プラズマ処理工程を行わない。
したがって、前記拡散バリアフィルム１２０ａは、前記非選択の副金属窒化膜による前記
プラズマ未処理層１１０を含む。
【００４６】
　前記選択された副金属窒化膜１１３ｂの真下に位置した第１副金属窒化膜１１３ａの上
部は、前記選択された副金属窒化膜１１３ｂに行われるプラズマ処理工程によってプラズ
マ処理されうる。しかしながら、この場合に、前記第１副金属窒化膜１１３ａの少なくと
も下部は、プラズマ処理されないことが好ましい。
【００４７】
　前記プラズマ処理された副金属窒化膜１１３ｂにシリコン浸漬工程を行うことができる
（Ｓ１８０）。前記シリコン浸漬工程は、図５を参照して説明したシリコン浸漬工程と同
一でありうる。前記シリコン浸漬工程によって、前記プラズマ処理された副金属窒化膜１
１３ｂにシリコンが供給されうる。前記シリコン浸漬工程は、前記プラズマ処理された副
金属窒化膜１１３ｂ上の第３副金属窒化膜１１３ｂを蒸着する前に行うことが好ましい。
【００４８】
　図８Ａでは、選択された副金属窒化膜１１３ｂの少なくとも第１部分の全体が前記プラ
ズマ処理される。これとは異なり、複数の副金属窒化膜１１３ｂの中から選択された副金
属窒化膜の上部のみがプラズマ処理されうる。これを、図８Ｂを参照して説明する。
【００４９】
　図２、図７及び図８Ｂに示すように、複数の副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３
ｃを蒸着する（Ｓ１７０）。前記複数の副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃの中
から選択された副金属窒化膜を蒸着した直後に、プラズマ処理工程を行う（Ｓ１７５）。
図８Ｂでは、第１及び第３副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｃが前記選択された副金属窒化
膜に該当する。もちろん、これ以外に他の副金属窒化膜が選択されうる。
【００５０】
　前記第１及び第３副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｃを選択して、前記副金属窒化膜１１
３ａ、１１３ｂ、１１３ｃの蒸着ステップ（Ｓ１７０）及び前記プラズマ処理工程を行う
ステップ（Ｓ１７５）をさらに具体的に説明する。
【００５１】
　まず、開口部１０６を有する基板１００上に第１副金属窒化膜１１３ａを金属有機化学
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気相蒸着法により蒸着する（Ｓ１７５）。次に、選択された前記第１副金属窒化膜１１３
ａにプラズマ処理工程を行う（Ｓ１７５）。このとき、前記第１副金属窒化膜１１３ａの
上部がプラズマ処理される。すなわち、前記第１副金属窒化膜１１３ａの下部は、プラズ
マ処理されない。したがって、前記第１副金属窒化膜１１３ａの上部は、プラズマ処理層
１１１に該当し、前記第１副金属窒化膜１１３ａの下部は、プラズマ未処理層１１０に該
当する。
【００５２】
　次に、第２副金属窒化膜１１３ｂを金属有機化学気相蒸着法により蒸着（Ｓ１７０）し
、第２副金属窒化膜１１３ｂ上に第３副金属窒化膜１１３ｃを金属有機化学気相蒸着法に
より蒸着する（Ｓ１７０）。前記第２副金属窒化膜１１３ｂには、プラズマ処理を行わな
いことによって、前記第２副金属窒化膜１１３ｂは、プラズマ未処理層１１０に該当する
。図８Ｂを参照したプラズマ処理工程は、図８Ａを参照したプラズマ処理工程に比べてプ
ラズマパワーが低くなりうる。また、図８Ｂを参照したプラズマ処理工程は、図８Ａを参
照したプラズマ処理工程に比べて短い工程時間で行われうる。
【００５３】
　選択された前記第３副金属窒化膜１１３ｃを蒸着した直後に、前記第３副金属窒化膜１
１３ｃにプラズマ処理工程を行う（Ｓ１８０）。このとき、前記第３副金属窒化膜１１３
ｃの上部がプラズマ処理される。したがって、前記第３副金属窒化膜１１３ｃの上部は、
プラズマ処理層１１１に該当し、前記第３副金属窒化膜１１３ｃの下部は、プラズマ未処
理層１１０に該当する。
【００５４】
　拡散バリアフィルム１２０ｂは、プラズマ未処理層１１０及びプラズマ処理層１１１を
有する第１副金属窒化膜１１３ａ、プラズマ未処理層１１０である第２副金属窒化膜１１
３ｂ、及びプラズマ未処理層１１０及びプラズマ処理層１１１を含む第３副金属窒化膜１
１３ｃを含む。
【００５５】
　前記プラズマ処理された副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｃのうち、少なくとも一つにシ
リコン浸漬工程を行うことができる（Ｓ１８０）。これにより、前記プラズマ処理層１１
１は、シリコンを含むことができる。前記シリコン浸漬工程は、後続の副金属窒化膜を蒸
着する前に行われうる。
【００５６】
　前記選択された副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｃの上部がプラズマ処理される場合には
、選択された副金属窒化膜がプラズマ未処理層１１０及びプラズマ処理層１１１をすべて
含んでいるから、前記複数の副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃは、すべて選択
された副金属窒化膜でありうる。もちろん、図８Ｂに示すように、複数の副金属窒化膜１
１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃの一部のみが選択されることもできる。
【００５７】
　一方、拡散バリアフィルムに含まれた複数の副金属窒化膜は、上部のみがプラズマ処理
された副金属窒化膜及び少なくとも開口部の底面上に位置した部分の全体がプラズマ処理
された副金属窒化膜をすべて含むことができる。これを、図８Ｃを参照して説明する。
【００５８】
　図２、図７及び図８Ｃに示すように、開口部１０６を有する基板１００上に複数の副金
属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃを蒸着する（Ｓ１７０）。前記複数の副金属窒化
膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃの中から選択された副金属窒化膜を蒸着した直後に、プ
ラズマ処理工程を行う（Ｓ１７５）。このとき、前記複数の副金属窒化膜１１３ａ、１１
３ｂ、１１３ｃは、少なくとも一つの第１選択された副金属窒化膜及び少なくとも一つの
第２選択された副金属窒化膜を含む。図８Ｃでは、第１副金属窒化膜１１３ａが前記第１
選択された副金属窒化膜に該当し、第２副金属窒化膜１１３ｂが前記第２選択された副金
属窒化膜に該当する。前記プラズマ処理工程は、第１プラズマ処理工程及び第２プラズマ
処理工程を含む。前記第１選択された副金属窒化膜に前記第１プラズマ処理工程を行い、
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前記第２選択された副金属窒化膜に前記第２プラズマ処理工程を行う。
【００５９】
　前記副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃを蒸着するステップ（Ｓ１７０）、及
びプラズマ処理工程を行うステップ（Ｓ１７５）を具体的に説明する。
【００６０】
　まず、開口部１０６を有する基板１００上に金属有機化学気相蒸着法により第１副金属
窒化膜１１３ａを蒸着する（Ｓ１７０）。次に、第１選択された前記第１副金属窒化膜１
１３ａに前記第１プラズマ処理工程を行う（Ｓ１７５）。前記第１プラズマ処理工程によ
って、前記第１副金属窒化膜１１３ａの上部がプラズマ処理される。したがって、前記第
１副金属窒化膜１１３ａは、順に積層されたプラズマ未処理層１１０及びプラズマ処理層
１１１を含む。前記第１プラズマ処理工程は、窒素、水素及び酸素のうち、少なくとも一
つを含む工程ガスを使用する。
【００６１】
　次に、前記第１副金属窒化膜１１３ａ上に第２副金属窒化膜１１３ｂを金属有機化学気
相蒸着法により蒸着する（Ｓ１７０）。第２選択された前記第２副金属窒化膜１１３ａに
前記第２プラズマ処理工程を行う（Ｓ１７５）。前記第２プラズマ処理工程によって、前
記第２副金属窒化膜１１３ｂの少なくとも前記開口部１０６の底面上に位置した部分の全
体がプラズマ処理される。したがって、前記開口部１０６の底面上に位置した前記第２副
金属窒化膜１１３ｂは、プラズマ処理層１１１に該当する。前記第２プラズマ処理工程は
、窒素、水素及び酸素のうち、少なくとも一つを含む工程ガスを使用する。前記第２プラ
ズマ処理工程のプラズマパワーは、前記第１プラズマ処理工程のプラズマパワーに比べて
高くありうる。また、前記第２プラズマ処理工程の工程時間は、前記第１プラズマ処理工
程の工程時間に比べて多くありうる。
【００６２】
　次に、前記第２副金属窒化膜１１３ｂ上に金属有機化学気相蒸着法により第３副金属窒
化膜１１３ｃを蒸着する（Ｓ１７０）。前記第２副金属窒化膜１１３ｃを蒸着した後には
、プラズマ処理を行わなくても良い。これにより、前記第２副金属窒化膜１１３ｃの全体
は、プラズマ未処理層１１０に該当する。拡散バリアフィルム１２０ｃは、積層されたプ
ラズマ未処理層１１０及びプラズマ処理層１１１を含む第１副金属窒化膜１１３ａ、少な
くとも開口部１０６の底面上に位置した部分の全体がプラズマ処理層１１１である第２副
金属窒化膜１１３ｂ、及びプラズマ処理されない第３副金属窒化膜１１３ｃを含む。
【００６３】
　本方法によると、順に積層されたプラズマ未処理層１１０及びプラズマ処理層１１１を
含む第１選択された副金属窒化膜を含む。したがって、前記複数の副金属窒化膜１１３ａ
、１１３ｂ、１１３ｃは、非選択の金属窒化膜を含まなくても良い。
【００６４】
　プラズマ処理された副金属窒化膜１１３ａ、１１３ｂのうち、少なくとも一つにシリコ
ン浸漬工程を行うことができる（Ｓ１８０）。これにより、プラズマ処理層１１１は、シ
リコンを含むことができる。前記シリコン浸漬工程が行われるプラズマ処理された副金属
窒化膜上に他の副金属窒化膜が蒸着される場合には、前記シリコン浸漬工程を行った後に
、前記他の副金属窒化膜を蒸着することが好ましい。
【００６５】
　図２において、拡散バリアフィルム１２０は、図８Ａ、図８Ｂ及び図８Ｃにそれぞれ開
示される拡散バリアフィルム１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃに代替できる。
【００６６】
　次に、図３に示すように、前記拡散バリアフィルム１２０を有する基板１００の全面上
に粘着金属層１２２を形成することができる。前記粘着金属層１２２は、チタニウム又は
タンタルなどで形成されうる。前記粘着金属層１２２上に前記開口部１０６を満たす上部
導電体１３０、１３２を基板１００の全面上に形成する。
【００６７】
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　前記上部導電体１３０、１３２は、アルミニウムを含むことが好ましい。前記上部導電
体１３０、１３２は、順に積層された第１アルミニウム膜１３０及び第２アルミニウム膜
１３２を含むことができる。前記第１アルミニウム膜１３０は、段差塗布性に優れた化学
気相蒸着法により形成することが好ましい。前記第２アルミニウム膜１３２は、スループ
ットを向上させるために、成長速度が速い物理気相成長法により形成することが好ましい
。前記基板１００にリフロー工程（ｒｅｆｌｏｗ　ｐｒｏｃｅｓｓ）を行うことができる
。前記リフロー工程によって、少なくとも前記第２アルミニウム膜１３２に所定の熱が供
給されて、前記第２アルミニウム膜１３２が前記開口部１０６を十分に満たすことができ
る。前記リフロー工程は、前記第２アルミニウム膜１３２を形成した後に行われうる。こ
れとは異なり、前記リフロー工程は、前記第２アルミニウム膜１３２を形成する工程とイ
ンサイチュー（ｉｎ－ｓｉｔｕ）で行われうる。すなわち、前記リフロー工程の工程温度
が提供された物理気相蒸着チャンバー内で、前記第２アルミニウム膜１３２を物理気相成
長法により形成できる。前記第１及び第２アルミニウム膜１３０、１３２は、アルミニウ
ム合金で形成されうる。
【００６８】
　前記拡散バリアフィルム１２０を形成した後に、前記拡散バリアフィルム１２０が大気
中に露出しない状態で前記第１アルミニウム膜１３０が形成される場合には、前記粘着金
属層１２２は省略されうる。これとは異なり、前記拡散バリアフィルム１２０が大気中に
露出した後に前記第１アルミニウム膜１３０を形成する場合には、前記粘着金属層１２２
を形成することが好ましい。この場合に、前記粘着金属層１２２は、前記第１アルミニウ
ム膜１３０の成長率を増加させる機能を行うことができる。
【００６９】
　図４に示すように、前記第２アルミニウム膜１３２、第１アルミニウム膜１３０、粘着
金属層１２２、拡散バリアフィルム１２０及び補助拡散バリア膜１０８を連続的にパター
ニングして、導電パターン１３５を形成する。前記導電パターン１３５は、前記開口部１
０６を満たす。前記導電パターン１３５は、パッド状又はライン状等、多様な形態で形成
されうる。前記導電パターン１３５は、順に積層された補助拡散バリアパターン１０８ａ
、拡散バリアパターン１２１、粘着パターン１２２ａ、第１アルミニウムパターン１３０
ａ及び第２アルミニウムパターン１３２ａを含む。
【００７０】
　これとは異なり、前記第２アルミニウム膜１３２、第１アルミニウム膜１３０、粘着金
属層１２２、拡散バリアフィルム１２０及び補助拡散バリア膜１０８は、前記層間絶縁膜
１０４が露出するまで平坦化されうる。この場合に、前記開口部１０６を満たす導電プラ
グが形成され、前記層間絶縁膜１０４上に前記導電プラグと接続する配線又はパッドなど
を形成することができる。
【００７１】
　一方、前記上部導電体１３０、１３２が前記開口部１０６を十分に満たすための他の方
法を、図９及び図１０を参照して説明する。
【００７２】
　図９は、本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で上部導電体を形成す
る他の方法を説明するための断面図であり、図１０は、本発明の一実施の形態による半導
体素子の形成方法の中で上部導電体を形成するさらに他の方法を説明するための断面図で
ある。
【００７３】
　図３及び図９に示すように、拡散バリアフィルム１２０上に導電性成長抑制層１２４を
形成する。前記導電性成長抑制層１２４は、前記拡散バリアフィルム１２０に比べて高い
窒素濃度を有する金属窒化物で形成することが好ましい。前記拡散バリアフィルム１２０
は、前記開口部１０６の底面上に形成された第１部分、前記開口部１０６の側壁に形成さ
れた第２部分及び前記層間絶縁膜１０４の上部面上に形成された第３部分を含む。前記導
電性成長抑制層１２４は、前記拡散バリアフィルム１２０の第３部分上に形成されること
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が好ましい。また、前記導電性成長抑制層１２４は、前記拡散バリアフィルム１２０の第
２部分及び第３部分が接する上部隅を覆うように形成されることが好ましい。このとき、
前記拡散バリアフィルム１２０の第２部分の少なくとも一部は露出する。前記導電性成長
抑制層１２４は、物理気相成長法により形成することが好ましい。前記導電性成長抑制層
１２４は、前記拡散バリアフィルム１２０の第１部分の一部上に形成されうる。
【００７４】
　前記導電性成長抑制層１２４は、前記拡散バリアフィルム１２０に比べて窒素濃度が高
い。このような窒素濃度の差によって、化学気相蒸着法により形成される前記第１アルミ
ニウム膜１３０の成長率が変わる。すなわち、前記導電性成長抑制層１２４上に形成され
る第１アルミニウム膜１３０の成長率は、前記拡散バリアフィルム１２０上に形成される
第１アルミニウム膜１３０の成長率に比べて低い。上述したように、前記導電性成長抑制
層１２４は、前記開口部１０６の上部隅を覆っており、前記開口部１０６内の拡散バリア
フィルム１２０が露出している。これによって、前記開口部１０６内で第１アルミニウム
膜１３０が速く成長し、前記開口部１０６の上部隅及び外部では、第１アルミニウム膜１
３０が遅く成長する。その結果、前記第１アルミニウム膜１３０は、ボイド（ｖｏｉｄ）
及び／又はシーム（ｓｅａｍ）を防止したまま、前記開口部１０６の少なくとも下部を十
分に満たすことができる。前記第１アルミニウム膜１３０によって前記開口部１０６の縦
横比が極めて減少するか、又は前記第１アルミニウム膜１３０が前記開口部１０６を満た
すことができる。次に、前記第１アルミニウム膜１３０上に第２アルミニウム膜１３２を
形成する。前記第２アルミニウム膜１３２を形成した後の工程は、図４を参照して説明し
た方法と同様に行うことができる。
【００７５】
　前記拡散バリアフィルム１２０が大気中に露出しないまま、前記導電性成長抑制層１２
４及び第１アルミニウム膜１３０が順に形成されうる。この場合に、搬送室及び前記搬送
室に装着された複数の工程チャンバーを含む一つの装備内で、前記拡散バリアフィルム１
２０、導電性成長抑制層１２４及び第１アルミニウム膜１３０が形成されることが好まし
い。
【００７６】
　前記導電性成長抑制層１２４を形成する前に、前記拡散バリアフィルム１２０上に図３
の粘着金属層１２２を形成することもできる。この場合に、前記導電性成長抑制層１２４
を形成した後に、少なくとも前記開口部１０６の側壁上に形成された粘着金属層１２２が
露出する。この場合には、前記導電性成長抑制層１２４は、前記粘着金属層１２２に比べ
てはるかに多くの窒素を含むことによって、前記第１アルミニウム膜１３０の成長率が変
わる効果が得られる。
【００７７】
　前記上部導電体１３０、１３２が前記開口部１０６を十分に満たすためのさらに他の方
法を、図１０を参照して説明する。
【００７８】
　図３及び図１０に示すように、拡散バリアフィルム１２０を有する基板１００に成長抑
制プラズマ処理工程を行う。前記成長抑制プラズマ処理工程は、窒素を含む工程ガスを使
用する。前記成長抑制プラズマ処理工程によって、前記拡散バリアフィルム１２０に窒素
が供給されて窒素供給層１２６が形成される。このとき、前記窒素供給層１２６は、前記
層間絶縁膜１０４の上部面上に位置した前記拡散バリアフィルム１２０の表面に形成され
ることが好ましい。すなわち、前記開口部１０６内の拡散バリアフィルム１２０に供給さ
れる窒素量は、前記窒素供給層１２６に供給された窒素量に比べてはるかに小さい。結果
的に、前記開口部１０６内の拡散バリアフィルム１２０の窒素濃度は、前記開口部１０６
の外部の拡散バリアフィルム１２０の窒素濃度に比べて小さい。前記成長抑制プラズマ処
理工程は、図５及び図７を参照した前記プラズマ処理工程に比べて、プラズマパワーが低
いか、又は工程時間が短いことが好ましい。これにより、前記成長抑制プラズマ処理工程
は、前記層間絶縁膜１０４の上部面上に主に行い、前記開口部１０６内には、前記成長抑
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制プラズマ処理工程がほとんど行われない。
【００７９】
　次に、基板１００上に化学気相蒸着法により第１アルミニウム膜１３０を形成する。前
記成長抑制プラズマ処理工程による窒素濃度の差によって、前記開口部１０６内での前記
第１アルミニウム膜１３０の成長率が前記開口部１０６の外部での前記第１アルミニウム
膜１３０の成長率に比べて高い。その結果、ボイド及び／又はシームを防止したまま、前
記第１アルミニウム膜１３０は、前記開口部１０６の少なくとも下部を十分に満たすこと
ができる。前記第１アルミニウム膜１３０上に第２アルミニウム膜１３２を物理気相成長
法により形成する。前記第２アルミニウム膜１３２を形成した後の工程は、図４を参照し
て説明した方法と同様に行うことができる。前記成長抑制プラズマ処理工程は、前記第１
アルミニウム膜１３０が形成される化学気相蒸着チャンバー内で行われうる。すなわち、
前記化学気相蒸着チャンバー内で、前記成長抑制プラズマ処理及び前記第１アルミニウム
膜１３０の蒸着を順次行うことができる。
【００８０】
　前記成長抑制プラズマ処理工程を行う前に、前記拡散バリアフィルム１２０上に図３の
粘着金属層１２２を形成することもできる。この場合に、前記成長抑制プラズマ処理工程
によって、前記層間絶縁膜１０４の上部面上に形成された前記粘着金属層１２２に前記窒
素供給層１２６が形成されうる。この場合にも、前記窒素供給層１２６は、前記開口部１
０６内に露出した粘着金属層１２２に比べてはるかに多くの窒素量を有することによって
、前記第１アルミニウム膜１３０の成長率が変わる効果を得ることができる。
【００８１】
　上述した半導体素子の形成方法によると、前記拡散バリアフィルム１２０、１２０ａ、
１２０ｂ又は１２０ｃの一部は、プラズマ処理され、他の一部は、プラズマ処理されない
。これにより、前記下部導電体１０２及び上部導電体１３０、１３２間に形成される前記
拡散バリアフィルム１２０、１２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃは、プラズマ未処理層１１
０及びプラズマ処理層１１１を含む。プラズマ処理によって、前記プラズマ処理層１１１
の炭素量が最小になり、また、前記プラズマ処理層１１１は、結晶状態でありうる。これ
によって、前記プラズマ処理層１１１の比抵抗が減少する。前記プラズマ未処理層１１０
は、前記プラズマ処理層１１１に比べて多くの炭素量を有する。また、前記プラズマ未処
理層１１０は、非晶質状態でありうる。これによって、前記プラズマ未処理層１１０は、
前記プラズマ処理層１１１に比べて優れたバリア特性を有する。結果的に、前記プラズマ
処理層１１１及びプラズマ未処理層１１０によって、前記拡散バリアフィルム１２０、１
２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃは、比抵抗が減少し、かつ優れたバリア特性を有する。前
記下部導電体１０２内の金属原子及び上部導電体１３０、１３２内の金属原子は、前記拡
散バリアフィルム１２０、１２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃによって拡散が遮断されて互
いに結合されない。これにより、優れた電気的特性を有する半導体素子を具現できる。
【００８２】
　仮りに、金属有機化学気相蒸着法により形成された金属窒化膜の全体をプラズマ処理す
る場合に、金属窒化膜の比抵抗が減少する反面、金属窒化膜のバリア特性が減少する。す
なわち、プラズマ処理によって金属窒化膜の全体が結晶状態に変換される。上部導電体及
び下部導電体内の金属原子が金属窒化膜の結晶境界に沿って広がって互いに結合される。
これにより、高い比抵抗の合金が生成されて、半導体素子の電気的特性を劣化させる可能
性がある。しかしながら、本発明による拡散バリアフィルム１２０、１２０ａ、１２０ｂ
又は１２０ｃは、プラズマ処理層１１１及びプラズマ未処理層１１０をすべて含んでいる
。これにより、前記拡散バリアフィルム１２０、１２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃは、低
い比抵抗を有し、かつ優れたバリア特性を有する。
【００８３】
　また、前記シリコン浸漬工程によって、前記プラズマ処理層１１１にはシリコンが供給
される。供給されたシリコンは、前記プラズマ処理層１１１の結晶境界に結合されうる。
これにより、前記プラズマ処理層１１１は、比抵抗が減少し、かつバリア特性も向上する
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。
【００８４】
　これに加えて、前記拡散バリアフィルム１２０、１２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃを形
成する前に、前記補助拡散バリア膜１０８を形成することができる。前記補助拡散バリア
膜１０８によって、前記下部導電体１０２及び上部導電体１３０、１３２内の金属原子の
拡散をさらに遮断できる。特に、前記下部導電体１０２が拡散係数の高い銅を含む場合に
、前記補助拡散バリア膜１０８は、前記下部導電体１０２内の銅原子が前記上部導電体１
３０、１３２に広がるのを最小化できる。
【００８５】
　本発明による拡散バリアフィルム１２０、１２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃのバリア特
性を確認するために、実験を行った。該実験を行うために、試料１及び試料２を用意した
。前記試料１のために、基板上に銅膜、タンタル膜、第１拡散バリアフィルム及びアルミ
ニウム膜を順に形成した。前記第１拡散バリアフィルムは、３層のチタニウム窒化膜を金
属有機化学気相蒸着法により形成した。前記第１拡散バリアフィルムに含まれたチタニウ
ム窒化膜のそれぞれを蒸着した直後に、十分なプラズマパワーでプラズマ処理工程を行っ
た。すなわち、前記第１拡散バリアフィルムは、完全にプラズマ処理された３層のチタニ
ウム窒化膜で形成した。
【００８６】
　これとは異なり、前記試料２のために、基板上に銅膜、タンタル膜、第２拡散バリアフ
ィルム及びアルミニウム膜を順に形成した。前記第２拡散バリアフィルムは、３層のチタ
ニウム窒化膜を金属有機化学気相蒸着法により形成した。前記第２拡散バリアフィルムの
各チタニウム窒化膜の厚さ及び前記第１拡散バリアフィルムの各チタニウム窒化膜の厚さ
は、互いに同一である。前記第２拡散バリアフィルムに含まれたチタニウム窒化膜のうち
、第１番目のチタニウム窒化膜を蒸着した直後に、第１プラズマ処理工程を行っており、
第２番目のチタニウム窒化膜を蒸着した直後に、第２プラズマ処理工程を行っており、第
３番目のチタニウム窒化膜を蒸着した直後には、プラズマ処理工程を行わなかった。前記
第１プラズマ処理工程のプラズマパワーは、前記第２プラズマ処理工程のプラズマパワー
に比べて低く調節した。すなわち、前記第２拡散バリアフィルムは、図８Ｃを参照して説
明した拡散バリアフィルム１２０ｃを形成する方法により形成した。前記試料１及び試料
２の前記第１及び第２拡散バリアフィルムのプラズマ処理程度を除いた残りの工程は、す
べて同じ条件下で行った。
【００８７】
　バリア特性を確認するために、前記試料１及び試料２を約４００℃の温度で１時間の間
に加熱した。前記試料１の加熱前後の面抵抗を測定し、また、前記試料２の加熱前後の面
抵抗を測定した。実験結果、前記試料１の加熱後の面抵抗は、前記試料１の加熱前の面抵
抗に対して約３８０％増加した。これとは異なり、前記試料２の加熱後の面抵抗は、前記
試料２の加熱前の面抵抗に対して約２０％増加した。これから判断すると、前記試料１の
銅膜内の銅原子及びアルミニウム膜内のアルミニウム原子が互いに結合されて、高抵抗の
アルミニウム－銅合金が多量形成されたことが分かる。これに反して、本発明による拡散
バリアフィルムを有する前記試料２は、銅原子及びアルミニウム原子の拡散が最小になっ
ていることが分かる。
【００８８】
（第２の実施の形態）
　本実施の形態では、本発明による拡散バリアフィルムを含むＮＡＮＤ型不揮発性記憶素
子の形成方法を開示する。
【００８９】
　図１１～図１４は、本発明の他の実施の形態による半導体素子の形成方法を説明するた
めの断面図である。
【００９０】
　図１１に示すように、半導体基板２００に素子分離膜（図示せず）を形成して、活性領
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域を限定する。前記活性領域は、一方向に並べて配列される。前記半導体基板２００上に
ストリング選択ラインＳＳＬ、接地選択ラインＧＳＬ及び複数のワードラインＷＬを形成
する。前記ストリング選択ラインＳＳＬ及び接地選択ラインＧＳＬは、前記活性領域をわ
たって横切り、前記複数のワードラインＷＬは、前記ストリング選択ラインＳＳＬ及び接
地選択ラインＧＳＬ間の活性領域をわたって横切る。前記ストリング選択ラインＳＳＬは
、順に積層されたゲート絶縁膜及びストリング選択ゲートラインを含み、前記接地選択ラ
インＧＳＬは、順に積層されたゲート絶縁膜及び接地選択ゲートラインを含む。前記ワー
ドラインは、順に積層されたトンネル絶縁膜、電荷格納パターン、ブロッキング絶縁パタ
ーン及び制御ゲートラインを含む。前記電荷格納パターンは、ドープポリシリコン（ｄｏ
ｐｅｄ　ｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎ）又はアンドープポリシリコン（ｕｎｄｏｐｅｄ　ｐｏ
ｌｙｓｉｌｉｃｏｎ）で形成されうる。これとは異なり、前記電荷格納パターンは、深い
準位のトラップ（ｔｒａｐ）を有する物質（例えば、窒化シリコン、ナノクリスタルなど
）で形成されることもできる。前記ブロッキング絶縁パターンは、酸化膜又はＯＮＯ膜（
Ｏｘｉｄｅ－Ｎｉｔｒｉｄｅ－Ｏｘｉｄｅ　ｌａｙｅｒ）等で形成されうる。これとは異
なり、前記ブロッキング絶縁パターンは、前記トンネル絶縁膜に比べて高い誘電定数を有
する高誘電膜（例えば、酸化ハフニウム又は酸化アルミニウムなどのような絶縁性金属酸
化物等）を含むことができる。
【００９１】
　前記ストリング選択ラインＳＳＬ、複数のワードラインＷＬ及び接地選択ラインＧＳＬ
をマスクとして使用してドーパントイオンを注入して、前記活性領域に共通ドレイン領域
２０２ｄ、セルソース／ドレイン領域２０２ｃ及び共通ソース領域２０２ｓを形成する。
前記セルソース／ドレイン領域２０２ｃは、前記ワードラインＷＬの両側の活性領域に形
成され、前記共通ドレイン領域２０２ｄは、前記ストリング選択ラインＳＳＬ一側の前記
活性領域に形成され、前記共通ソース領域２０２ｓは、前記接地選択ラインＧＳＬの一側
の前記活性領域に形成される。前記共通ドレイン領域２０２ｄ及び共通ソース領域２０２
ｓ間に前記ストリング選択ラインＳＳＬ、複数のワードラインＷＬ、セルソース／ドレイ
ン領域２０２ｃ及び接地選択ラインＧＳＬが配置される。
【００９２】
　前記半導体基板２００の全面上に第１層間絶縁膜２０４を形成する。前記第１層間絶縁
膜２０４をパターニングして前記共通ソース領域２０２ｓを露出させる溝（ｇｒｏｏｖｅ
）を形成する。前記溝は、前記接地選択ラインＧＳＬに平行する。前記溝を満たす第１導
電膜を形成し、前記第１導電膜を前記第１層間絶縁膜２０４が露出するまで平坦化させて
、前記溝を満たすソースライン２０６を形成する。前記ソースライン２０６は、前記共通
ソース領域２０２ｓと接続する。
【００９３】
　前記半導体基板２００の全面上に第２層間絶縁膜２０８を形成する。前記第２層間絶縁
膜２０８は、前記ソースライン２０６を覆う。前記第２及び第１層間絶縁膜２０８、２０
４を連続的に貫通して、前記共通ドレイン領域２０２ｄと接続するビットラインプラグ２
１０を形成する。前記ビットラインプラグ２１０は、タングステンなどを含むことができ
る。前記半導体基板２００の全面上にモールド絶縁層２１２を形成する。
【００９４】
　図１２に示すように、前記モールド絶縁層２１２をパターニングしてビットライン溝を
形成する。前記ビットライン溝は、前記ビットラインプラグ２１０を露出させ、前記ライ
ンＳＳＬ、ＷＬ、ＧＳＬを横切る。前記ビットライン溝は、前記活性領域の上部に形成さ
れ、前記活性領域に平行する。図１２は、前記ビットラインプラグ２１０の長さ方向に沿
う断面図である。したがって、モールド絶縁層２１２が現れない。前記ビットライン溝を
満たすビットライン２１４を形成する。前記ビットライン２１４は、前記ビットラインプ
ラグ２１０と接続する。前記ビットライン２１４は、銅又は貴金属の中から選択された少
なくとも一つを含む。前記ビットライン２１４は、前記ビットライン溝を利用したダマシ
ン工程により形成する方法を含む。
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【００９５】
　これとは異なり、前記ビットライン２１４は、パターニング工程によって形成されうる
。この場合に、前記モールド絶縁層２１２は要らない。すなわち、前記ビットラインプラ
グ２１０を形成した後に、前記第２層間絶縁膜２０８上に第２導電膜を形成し、前記第２
導電膜をパターニングして前記ビットライン２１４を形成することができる。
【００９６】
　次に、前記ビットライン２１４を有する半導体基板２００の全面上に第３層間絶縁膜２
１６を形成し、前記第３層間絶縁膜２１６をパターニングして前記ビットライン２１４を
露出させる開口部２１８を形成する。前記開口部２１８を有する半導体基板２００の全面
上に補助拡散バリア膜２２０を形成することができる。前記補助拡散バリア膜２２０は、
図１の補助拡散バリア膜１０８と同じ物質及び同じ方法により形成されうる。場合によっ
て、前記補助拡散バリア膜２２０は、省略されうる。
【００９７】
　前記補助拡散バリア膜２２０上に拡散バリアフィルム２２５を形成する。前記拡散バリ
アフィルム２２５は、図２、図５、図６Ａ及び図６Ｂを参照して説明した拡散バリアフィ
ルム１２０と同じ物質及び同じ方法により形成されうる。これとは異なり、前記拡散バリ
アフィルム２２５は、図２、図７、図８Ａ、図８Ｂ及び図８Ｃを参照して説明した拡散バ
リアフィルム１２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃと同じ物質及び同じ方法により形成されう
る。これにより、前記拡散バリアフィルム２２５は、金属有機化学気相蒸着法による金属
窒化物で形成され、また、前記拡散バリアフィルム２２５は、プラズマ処理層及びプラズ
マ未処理層を含む。
【００９８】
　図１３に示すように、前記拡散バリアフィルム２２５を有する半導体基板２００上に物
理気相成長法により導電性成長抑制層２２７を形成する。前記導電性成長抑制層２２７は
、前記第３層間絶縁膜の上部面上に位置した前記拡散バリアフィルム２２７を覆う。また
、前記開口部２１８の上部隅に形成された前記拡散バリアフィルム２２７を覆う。このと
き、少なくとも前記開口部２１８の側壁に形成された前記拡散バリアフィルム２２７は露
出する。前記導電性成長抑制層２２７は、図９の導電性成長抑制層２２７と同じ物質で形
成されうる。
【００９９】
　次に、前記半導体基板２００の全面上に化学気相蒸着法により第１アルミニウム膜２２
９を形成する。前記第１アルミニウム膜２２９は、アルミニウムを含む。前記導電性成長
抑制層２２７によって前記第１アルミニウム膜２２９は、前記開口部２１８の少なくとも
下部を十分に満たすことができる。
【０１００】
　一方、前記導電性成長抑制層２２７の形成を省略し、前記第１アルミニウム膜２２９を
形成する前に、図１０を参照して説明した成長抑制プラズマ処理工程を前記拡散バリアフ
ィルム２２５に行うことができる。これとは異なり、前記拡散バリアフィルム２２５上に
図３の粘着金属層１２２を形成し、次に、前記第１アルミニウム膜２２９を形成すること
もできる。これとはまた異なり、前記拡散バリアフィルム２２５上に図３の粘着金属層１
２２を形成し、前記導電性成長抑制層２２７を形成する工程又は前記成長抑制プラズマ処
理工程を行い、前記第１アルミニウム膜２２９を形成することもできる。
【０１０１】
　次に、前記第１アルミニウム膜２２９上に物理気相成長法により第２アルミニウム膜２
３１を形成する。これにより、前記第１及び第２アルミニウム膜２２９、２３１を含む上
部導電体のスループットを向上させうる。前記半導体基板２００にリフロー工程を行うこ
とができる。前記リフロー工程は、前記第２アルミニウム膜２３１を形成する工程とイン
サイチューで行われうる。これとは異なり、前記リフロー工程は、前記第２アルミニウム
膜２３１を形成した後に行われうる。前記リフロー工程によって、少なくとも前記第２ア
ルミニウム膜２３１はリフローされる。
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【０１０２】
　図１４に示すように、前記第２アルミニウム膜２３１、第１アルミニウム膜２２９、導
電性成長抑制層２２７、拡散バリアフィルム２２５及び補助拡散バリアフィルム２２０を
連続的にパターニングして配線２３３を形成する。前記配線２３３は、前記開口部２１８
を満たし、前記第３層間絶縁膜２１６上でライン状に形成されうる。前記配線２３３は、
順に積層された補助拡散バリアパターン２２０ａ、拡散バリアパターン２２５ａ、導電性
成長抑制パターン２２７ａ、第１アルミニウムパターン２２９ａ及び第２アルミニウムパ
ターン２３１ａを含む。
【０１０３】
　これとは異なり、前記第２アルミニウム膜２３１、第１アルミニウム膜２２９、導電性
成長抑制層２２７、拡散バリアフィルム２２５及び補助拡散バリアフィルム２２０を前記
第３層間絶縁膜２１６が露出するまで平坦化させて、前記開口部２１８を満たす導電プラ
グを形成することもできる。
【０１０４】
　上述した本発明の好ましい実施の形態は、本発明による拡散バリアフィルムを含むＮＡ
ＮＤ型不揮発性記憶素子の形成方法を開示している。しかしながら、本発明の思想は、Ｎ
ＡＮＤ型不揮発性記憶素子の形成方法に制限されるものではない。本発明による半導体素
子の形成方法は、論理素子、ロジック素子、ＤＲＡＭ素子、相変化記憶素子。強誘電体記
憶素子及びＮＯＲ型不揮発性記憶素子などを含むすべての半導体素子に適用されうる。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図であ
る。
【図２】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図であ
る。
【図３】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図であ
る。
【図４】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図であ
る。
【図５】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルムを
形成する一方法を説明するためのフローチャートである。
【図６Ａ】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルム
を形成する一方法を説明するために、図２のＡ部分を拡大した断面図である。
【図６Ｂ】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルム
を形成する一方法を説明するために、図２のＡ部分を拡大した断面図である。
【図７】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルムを
形成する他の方法を説明するためのフローチャートである。
【図８Ａ】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルム
を形成する他の方法を説明するために、図２のＡ部分を拡大した断面図である。
【図８Ｂ】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルム
を形成する他の方法の一変形例を説明するために、図２のＡ部分を拡大した断面図である
。
【図８Ｃ】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で拡散バリアフィルム
を形成する他の方法の他の変形例を説明するために、図２のＡ部分を拡大した断面図であ
る。
【図９】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で上部導電体を形成する
他の方法を説明するための断面図である。
【図１０】本発明の一実施の形態による半導体素子の形成方法の中で上部導電体を形成す
るさらに他の方法を説明するための断面図である。
【図１１】本発明の他の実施の形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図
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である。
【図１２】本発明の他の実施の形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図
である。
【図１３】本発明の他の実施の形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図
である。
【図１４】本発明の他の実施の形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図
である。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０２　下部導電体
　１０８　補助拡散バリア膜
　１１３　金属窒化膜
　１１０　プラズマ未処理層
　１１１　プラズマ処理層
　１２０　拡散バリアフィルム

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６Ａ】
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【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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